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東海村記者発表資料 

平成 28 年 2月 29 日(月) 
村長公室 企画経営課 
企画政策担当 
電話：029-282-1711(内線 1332) 

 

地方創生加速化交付金を活用した事業について 

 

標記について，今議会に下記事業を追加補正予算として議案上程すべく，現在，国への事

業申請の手続きを行っております。 

 

記 

 

１ 地方創生加速化交付金の概要 

「一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策」として，地方公共団体の地方

版総合戦略に位置づけられた先駆的取組みを円滑に執行できるよう，国が１，０００億円

を事業費として予算化し，平成２８年１月２０日に成立した今年度補正予算。地域のしご

と創生に重点を置き，先駆性を高めレベルアップの加速化を図る事業を対象としている。

各地方公共団体は２月中旬までに事業申請を行い，３月下旬に交付対象事業が決定される。 

 

２ 申請中の事業の概要 

（１）とうかい版創業・経営支援事業（事業費 17,000 千円 ※精査中） 

駅前に整備した「東海村産業・情報プラザ」を拠点に，既存中小企業者に対する経営支

援「経営支援ネットワーク」と，創業希望者に対して相談から創業までを支援する「創業

支援ネットワーク」の２つの仕組みを構築し，専門職員を配置したうえでこれらを一体的

に行い，既存企業・新規創業による村内経済の活性化を目指す。 

 

（２）産学官連携による原子力産業育成支援事業（事業費 19,000 千円 ※精査中） 

本年２月２２日に設立した「原子力人材育成・確保協議会」を中心として合同就職説明

会の開催等の人材確保事業や人材育成プログラムの構築を行うほか，大学と連携したイン

ターンシップの受入れ，さらには原子力産業の持つ様々な技術等を活用した新産業・新事

業の調査研究を行い，産学官が連携して原子力産業の育成を目指す。 

 

 

（担  当） 

●加速化交付金関係 

企画経営課長（内線 1331） 

●事業関係 

まちづくり推進課長（内線 1340） 
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東海村記者発表資料 

平成 28 年 2月 29 日(月) 
村長公室 広報広聴課  
秘書広聴担当 
電話：029-282-1711(内線 1301) 

 

 

山田 修 東海村長が 

「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」 

行動宣言に賛同しました 

 

 

 

 

  平成 27 年 12 月，内閣府がサポートする「輝く女性の活躍を加速する男性リー

ダーの会」が策定・公表した「行動宣言」に山田 修 東海村長が賛同しました。 

 

なお，平成 28年 2月 16日時点で 77名の方が行動宣言に賛同しておりますが，

茨城県内では初めての賛同者となります。 

 

 

 ◎「行動宣言」とは 

    女性の活躍推進促進に積極的に取り組んでいる各界の男性リーダーが参

加する「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」が平成 26 年 6 月に

策定したものです。 

「自ら行動し，発信する」，「現状を打破する」，「ネットワーキングを進め

る」という 3 つを柱として，男性リーダーが様々な女性の意欲を高め，その

持てる能力を最大限発揮できるよう取り組むことを宣言するものです。 
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東海村記者発表資料 

平成 28 年 2月 29 日(月) 
総務部 税務課 
収納管理室 
電話：029-282-1711(内線 1115) 

 

 

ペイジー（pay-easy）口座振替受付サービスの開始 

  

東海村は，平成２８年４月から，ペイジー口座振替受付サービスを開始します。 

このサービスの導入により，銀行届出印なしで口座振替の受付が完了するなど，

口座振替の申し込み手続を簡素化することで納税者の利便性の向上を図ります。 

 

１ 概要 

「ペイジー口座振替受付サービス」とは，口座振替の新規受付をキャッシュカー

ドにより行うサービスです。 

役場備え付けの専用端末機にキャッシュカードを読み込ませ，４桁の暗証番号を

入力するだけで口座振替の申込みができます。 

  

２ サービス開始日 

平成２８年４月１日（金）から （※ 水戸信用金庫は，４月４（月）から） 

 

３ 利用可能な金融機関 

常陽銀行，筑波銀行，水戸信用金庫，茨城県信用組合，中央労働金庫， 

ゆうちょ銀行 

 

４ 対象税目 

村県民税，固定資産税・都市計画税，軽自動車税，国民健康保険税， 

後期高齢者医療保険料，介護保険料 

※ いずれも年金や給与からの特別徴収分は対象外 

 

５ 利用可能時間と受付場所 

平日：午前８時３０分 ～ 午後５時１５分（窓口延長日は午後７時まで） 

場所：東海村役場本庁舎１階 税務課，福祉保険課，介護福祉課 

 

６ その他 

従来どおり，口座振替依頼書（届出印の押印必要）での申し込みも金融機関窓口

にて受け付けます。 
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東海村記者発表資料

【子育て応援ポータルサイト・アプリケーション】 「のびのび子育て帳」の開設について

平成28年2月29日(月)
福祉部 子育て支援課
保育所・幼稚園担当
電話：029-282-1711(内線1183)

ポータルサイト／トップページ

CMSの導入により，行政
からの子育て情報だけで
はなく，私立保育所・幼稚
園・認定こども園や，子育
てサークル，社会福祉協
議会もブラウザ上からログ
インし，更新作業が可能で
あるため，官民連携型の
利便性の高い情報発信を
実現！

キーワード
から検索！

官民双方の子育て
情報を発信！

カレンダー
から検索！

子どもの年齢
から検索！

新着情報
を掲載！

サブページ

5



東海村記者発表資料

平成28年2月29日(月)
福祉部 子育て支援課
保育所・幼稚園担当
電話：029-282-1711(内線1183)

母子健康手帳の交付，不妊
治療助成等

予防接種，休日診療等

各保育所・幼稚園・こども園
情報等

子育て支援事業，子育てサ
ークルの紹介等

各小・中学校，奨学金制度等

対象助成制度の紹介

児童手当，児童扶養手当等

イベント，公園情報等

民生委員・児童委員等

障がい者手帳の交付，支援
制度案内

アプリケーション／サブページ（子育て支援関連情報）

イベント等を一斉案内するプッシュ機能

� 子育てに関するイベント等の開催について，アプリで
一斉案内するプッシュ機能を付加。

� 予防接種や健康診断等のお知らせについても開設
後に順次配信予定。

日々の育児記録ができる「母子健康手帳」機能

キーワードから検索！

アプリケーションならではの機能

� 予防接種や健康診断等の実施結果を記録できる，デ
ジタル版「母子健康手帳」の機能を付加。

� 写真やメモの登録機能により，育児日記や成長記録
としての活用も可能。

お子さんの情報登録
画面（構築途中）
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東海村記者発表資料 

平成 28 年 2月 29 日(月) 
建設農政部 農業政策課 
農業振興・農地保全担当 
電話：029-282-1711(内線 1221) 

 

県内初！  

常陸農業協同組合と東海村農業振興に関する 

政策協定を締結します 

 

  

東海村は，常陸農業協同組合と東海村農業振興に関する政策協定を締結いた

します。 

今後は，この協定に基づき，常陸農業協同組合と東海村が両輪となり，担い

手育成や地産地消の更なる進展など多様な施策を展開し，東海村独自の村民全

員参加型の持続可能な都市近郊型農業モデルを構築してまいります。 

 

 

１ 日 時  平成２８年３月２２日（火）午後１時３０分から 

 

２ 場 所  東海村役場 行政棟３Ｆ 庁議室 

 

３ 出席者  東 海 村  村長 山 田  修 

      常陸農業協同組合  代表理事副組合長 黒 澤  昭（予定） 

 

４ 内 容 

 （１） 担い手の確保 

（２） 地産地消の推進 

（３） 農家所得の向上 

（４） 遊休農地対策 

（５） その他農業振興に関する事項 

 

５ その他 

◆茨城県内の農業協同組合が自治体と政策協定を締結するのは初めての事例

であり，県内でも先駆的な取組みとなります。 

◆政策協に基づく具体的な取組みについては，今後調整してまいりますが，

平成２８年度は，担い手の育成・確保に向けた取組みを中心に施策を展開

していく予定です。 
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東海村記者会見資料 

平成 28 年 2月 29 日(月) 
教育委員会 学校教育課 
施設整備担当 
電話：029-282-1711(内線 1418) 

 

 

東海村立中丸小学校新校舎完成記念式典及び 

内覧会の開催について 

  

新校舎の建設が進められていた東海村立中丸小学校が，この度落成の運びと

なりました。新校舎の完成を祝うため，平成 28 年 3 月 19 日（土）に式典及び

内覧会を開催します。 

式典は，村関係者や工事関係者を招待し，中丸小学校の子どもたちが中心と

なって執り行います。また，内覧会では，住民の方々に新校舎内を自由に見学

していただきます。 

 

期 日：平成 28 年 3 月 19 日（土） 

時 間：10：00～ 新校舎完成記念式典 

    13：30～16：00 内覧会 

場 所：新校舎完成記念式典（体育館） 

    内覧会（新校舎） 

駐車場：東海文化センター 

 

 

【式典概要】 

・練習を重ねた最上級生による司会進行。 

・茨城県リコーダーコンテストで最優秀賞を受賞したリコーダー部によるオー

プニング演奏を披露します。 

・これまでの教育施設の式典とは違い，前半（村主体）・後半（児童主体）の 

2 部構成となります。 

・後半（児童主体）では，中丸小学校の子どもたちから，新校舎建設に直接的

に携わった現場担当者の方々へ，感謝の気持ちを伝えます。 

 

 

【校舎概要】 

・新校舎設計のコンセプトである「花と本と絵のある学校」が表現された校舎

となっています。（写真 ① ※外構工事は未完了） 

・内部にも木材をふんだんに使用し，温かみのある雰囲気となっています。 

・全児童（約 600 人）が一度に集う「なかまるテラス」は，十分な広さとステ

ージを設け，開放的かつ多種多様な利用が可能です。（写真 ②） 

・ワークスペースや多目的ランチルーム等，隣り合う空間同士を可動式の間仕

切りで繋げ，自由度の高い教育空間を演出しています。（写真 ③④） 
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東海村記者会見資料 

平成 28 年 2月 29 日(月) 
教育委員会 学校教育課 
施設整備担当 
電話：029-282-1711(内線 1418) 

 

 

①全体鳥瞰図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②なかまるテラス 
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東海村記者会見資料 

平成 28 年 2月 29 日(月) 
教育委員会 学校教育課 
施設整備担当 
電話：029-282-1711(内線 1418) 

 

 

③中・高学年ワークスペース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④多目的ランチルーム 
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東海村記者会見資料 

平成 28 年 2月 29 日(月) 
教育委員会 学校教育課 
施設整備担当 
電話：029-282-1711(内線 1418) 

 

 

⑤昇降口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥音楽室 
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東海村記者会見資料 

平成 28 年 2月 29 日(月) 
教育委員会 学校教育課 
施設整備担当 
電話：029-282-1711(内線 1418) 

 

 

⑦家庭科室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧図書室
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東海村記者発表資料 

平成 28 年 2月 29 日（月） 

村長公室 まちづくり推進課 

原子力サイエンス･国際化担当 

電話：029-282-1711(内線 1342) 

 

社会科学の拠点づくりとオープンな議論の場づくり推進事業 

ＴＯＫＡＩ原子力サイエンスフォーラムの開催について 

 

本村が原子力とともに歩み始めてから６０年が経過しました。原子を構成する素粒子や

ニュートリノの発見など，“科学”が目覚しい進歩を遂げる中で，東日本大震災に端を発し

た東京電力福島第一原子力発電所の事故や多様な放射性廃棄物の処理・処分問題など，科

学が社会にもたらす影響についても，しっかりと目を向けていく必要があります。 

そこで，本村では，科学技術のみならず，それを利用する社会の問題も同時に研究する

必要があると考え，平成２６年度より社会科学分野の若手研究者への支援事業を開始しま

した。 

この度，この研究支援事業の成果を報告するとともに，科学と社会の関わりからこれか

らのまちづくりを考えるフォーラムを開催することとなりましたので御案内申し上げます。 

 

記 

 

１ 日 時  平成 28 年３月６日（日） 13：00～16：00（開場 12：30） 

２ 場 所  東海村産業・情報プラザ アイヴィル（iVil）多目的ホール 

３ 内 容  ▽成果報告 

       「東海村の自主防災活動をより活発化させるためにはどうしたら良いか？」

（筑波大学 准教授 梅本 通孝） 

       「原子力防災力の充実のための役割はどのように分担されるべきか？」 

（東京工業大学大学院 社会理工学研究科 中川 唯） 

「どのような高レベル放射性廃棄物の“処分”が望ましいのか？」 

（東京大学大学院 工学系研究科 渡辺 凜） 

▽基調講演 

『東海村のまちづくりに一言！ -科学を理解し支援するとは-』 

（常磐大学 国際学部 教授 松原 克志 氏） 
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社会科学の拠点づくりとオープンな議論の場づくり推進事業 

日時：平成28年３月６日（日） 
   13：00～16：00（開場12：30） 

場所：東海村産業・情報プラザ 
   アイヴィル（ｉＶｉｌ）（旧リコッティ） 

■成果報告 

 地域社会と原子力に関する社会科学研究支援事業（３件） 

  『東海村の自主防災活動をより活発化させるためにはどうしたら良いか？』 

  『原子力防災力の充実のための役割はどのように分担されるべきか？』 

  『どのような高レベル放射性廃棄物の“処分”が望ましいのか？』 

 
■基調講演 

 『東海村のまちづくりに一言！ -科学を理解し支援するとは-』 

  常磐大学 国際学部 教授 松原 克志 氏 

東海村 村長公室 まちづくり推進課（029-282-1711） 

“まちづくり”って何だろう?? 

“科学（サイエンス）”から考える!! 

- 東 海 村 ら し さ -  

⇒会場案内については裏面参照 

村が原子力とともに歩み始めてから60年。 

素粒子やニュートリノの発見など“科学”が進

歩を続ける一方，福島原発事故や放射性廃棄

物の処理・処分問題のように，“科学”が社会

に及ぼす影響についても，しっかりと目を向

けていく必要があります。 

入
場
無
料
・
申
込
み
不
要 
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■当日のスケジュール 

■会場案内 

東海村産業・情報プラザ 
アイヴィル（iVil）（旧リコッティ） 

東海村舟石川駅東3丁目1-1 

■臨時駐車場案内 

⇒約120台 

■お問合せ 
 東海村 村長公室 まちづくり推進課 
（TEL:029-282-1711／E-mail:matidukuri@vill.tokai.ibaraki.jp）  

12：30 開場 受付開始 

13：00 開会 

13：00～13：05 村長あいさつ 

13：05～14：30 東海村研究支援事業 成果報告 

（13：05～13：15） 

 

（13：15～13：40） 

 

 

（13：40～14：05） 

 

 

（14：05～14：30） 

 

 支援事業の意義と選考結果について 

支援研究選考委員長 滝田 薫 氏（茨城キリスト教大学 教授） 

 報告①  

「東海村の自主防災活動をより活発化させるためにはどうしたら良いか？」 

筑波大学 准教授 梅本 通孝 氏 

 報告②  

「原子力防災力の充実のための役割はどのように分担されるべきか？」 

東京工業大学大学院 社会理工学研究科 中川 唯 氏 

 報告③  

「どのような高レベル放射性廃棄物の“処分”が望ましいのか？」 

東京大学大学院 工学系研究科 渡辺 凜 氏 

14：30～14：40 休憩 

14：40～15：40 講演『東海村のまちづくりに一言！ -科学を理解し支援するとは-』 

常磐大学 国際学部 教授 松原 克志 氏 

16：00（予定） 閉会 
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東海村記者発表資料 

平成 28 年 2月 29 日(月) 
村長公室 まちづくり推進課 
商工観光・企業立地担当 
電話：029-287-0855 

 

第２７回東海さくらまつりの開催について 

  

平成２８年３月２５日から，第２７回東海さくらまつりを開催します。約２００

本のソメイヨシノが咲き誇り，皆さんの御来場をお待ちしています。 

日没後は，“あんどん”や“ぼんぼり”によるライトアップが行われます。昼間

とは違う幻想的な夜桜をお楽しみください。 

 

 

第２７回東海さくらまつり 

（１）期 間 

平成２８年３月２５日（金）～４月１０日（日） 

 

※ライトアップは，日没～午後９時 

※開花状況により変更する場合あり。 

 

（２）場 所 

阿漕ヶ浦公園内 

 

（３）主催等 

主催：東海村観光協会 

後援：東海村 
 
 
 
 

 【お問合せ】 

東海村観光協会事務局（TEL：０２９-２８７-０８５５） 
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東海村記者発表資料 

平成 28 年 2月 29 日(月) 
村長公室 企画経営課 
企画政策担当 
電話：029-282-1711(内線 1336) 

 

 

東海村発足６０周年記念村民企画提案事業 

「“東海村の魅力”再発見！東海村十二景バスツアー」の開催について 

 

 村では，東海村発足６０周年を記念して，村民主体のまちづくりを推進するため，

村内に活動の拠点を置く団体自らが企画し，実施する事業に対して補助金を交付する

「村民企画提案事業費補助事業」を実施しております。 

 

 このたび，補助事業として採択を受けた事業が下記のとおり開催されますのでお知

らせいたします。 

 

 

１ 団 体 名  とうかい村いきいきガイドの会 

 

２ 事業内容  東海村発足３５周年を記念して選定した「東海十二景」をバスで巡

る。とうかい村いきいきガイドの会のボランティアガイドによる現

地案内などにより，「東海十二景」という地域に存在する魅力の再

発見や村の歴史への理解を深める。 

 

３ 開催日時  平成２８年３月２７日（日），３月３１日（木） 

        午前の部：午前９時から正午 

        午後の部：午後１時から４時 

 

４ 募集人員  先着２０名／回 （最大８０名） 

 

５ 参 加 費  無料 

 

６ 参加申込締切  平成２８年３月１５日（火） 

 

７ 参加申込・問合せ  東海村ボランティア市民活動センター「えがお」 

            �０２９－２８３－４５３８ 
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平成２８年第１回東海村議会定例会提出議案概要 

 

                                                                      平成２８年２月２５日 

議案番号 議  案  名 説          明 

報告第 1号 

 

寄附の受入れについて 

 

はやかわクリニックからふるさとづくりに資するための寄附の申出があり，こ

れを受け入れましたので，議会に報告するものであります。 

○ 東海村ふるさとづくり寄附金 

１ 寄 附 者  はやかわクリニック 早川 清一郎 

２ 寄 附 金 額  金５００，０００円 

３ 寄附年月日  平成２７年１２月２４日 

報告第 2号 

 

寄附の受入れについて 

 

水戸ヤクルト販売株式会社から社会福祉活動の一環として，児童福祉の向上に

資するための寄附の申出があり，これを受け入れましたので，議会に報告するも

のであります。 

○ 一般寄附 

１ 寄 附 者   水戸ヤクルト販売株式会社 代表取締役社長 内藤 学 

２ 寄 附 品 名  遊具・保育用具（１０万円相当分） 

３ 寄附年月日  平成２７年１２月１６日 

承認第 2号 

 

専決処分の承認を求める

ことについて 

 

（平成２７年度東海村一般会計補正予算（第５号）） 

 特別土地保有税の徴収猶予措置が取り消しとなったことから，当初歳入予算に

科目設定及び予算措置を講じる必要が生じたため，専決処分をしましたので，地

方自治法第１７９条第３項の規定により報告し，承認を求めるものであります。 
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議案第 1号 東海村消費生活センター

の組織及び運営等に関す

る条例 

 不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律第２条による改正

後の消費者安全法第１０条の２第１項の規定に基づき，東海村消費生活センター

の組織及び運営等に関する事項を定めるため，条例を制定するものであります。 

議案第 2号 東海村統計調査条例の一

部を改正する条例 

東海村行政協力員等設置規則の廃止に伴い，調査区の規定方法を変更するため，

条例の一部を改正するものであります。 

（改正の主な内容） 

・区域の名称を別表として加える。 

議案第 3号 東海村行政不服審査会条

例 

 行政不服審査法第８１条第１項の規定に基づき行政不服審査会を設置すること

に伴い，条例を制定するものであります。 

議案第 4号 東海村職員定数条例の一

部を改正する条例 

 とうかい村松宿こども園の設置に伴い，村長の事務部局の職員の定数並びに教

育委員会の事務局及び教育委員会の所管に関する教育機関の職員の定数を見直

し，及び定数外職員の対象を拡大するため，条例の一部を改正するものでありま

す。 

（改正の主な内容） 

・村長の事務部局の職員 「３１０人」を「３１５人」に改める。 

・教育委員会の事務局及び教育委員会の所管に関する教育機関の職員 「９５人」

を「９０人」に改める。 

・定数外職員 自己啓発等休業者，６月以上の研修参加者を追加規定する。 

議案第 5号 東海村人事行政の運営等

の状況の公表に関する条

例の一部を改正する条例 

  地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴い，人

事行政の運営等の状況の公表事項に人事評価を追加し，及び行政不服審査法の施行

に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴い所要の改正を行うため，条例の一

部を改正するものであります。 

 

19



  

議案第 6号 東海村職員の退職管理に

関する条例の一部を改正

する条例 

 

 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律附則第１４条による改

正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４７条第１項の規定により，県費

負担教職員に係る退職管理は市町村教育委員会が行うものとされたことに伴い，再就

職情報の届出に関する規定の改正を行うため，条例の一部を改正するものでありま

す。 

議案第 7号 

 

 

東海村職員の勤務時間，

休暇等に関する条例の一

部を改正する条例 

学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴い，所要の改正を行うため，条例の

一部を改正するものであります。 

議案第 8号 東海村特別職の職員で非

常勤のものの報酬及び費

用弁償に関する条例の一

部を改正する条例 

  行政協力員制度の廃止及び行政不服審査会の設置に伴い，報酬等の規定を改め

るため，条例の一部を改正するものであります。 

（改正の主な内容） 

・別表から行政協力員，副行政協力員，班長を削除 

・別表に行政不服審査会委員（日額７，０００円）を追加 

 

議案第 9号 東海村職員の給与に関す

る条例及び東海村特別職

の職員で常勤のものの給

与及び旅費に関する条例

の一部を改正する条例 

 

国家公務員の給与改定及び人事院勧告に伴い，一般職の給料表の改定及び勤勉

手当の支給月額の引上げ並びに特別職の期末手当の支給月数の引上げを行い，地方

公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴い新たに等級

別基準職務表を定め，並びに行政不服審査法の施行に伴い，所要の改正を行うため，

条例の一部を改正するものであります。 

（改正条例） 

１ 東海村職員の給与に関する条例の一部改正 

２  東海村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正 
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議案第 10 号 東海村税条例の一部を改

正する条例 

 住民の利便性の向上を図るために，村税の減免申請期限を延長するため，条例

の一部を改正するものであります。 

（改正の内容） 

・村民税，固定資産税，特別土地保有税における減免申請期限を納期限までに 

改正 

議案第 11 号 東海村行政不服審査関係

手数料徴収条例 

行政不服審査法の施行に伴い，書面等の交付に係る手数料の額その他必要な事

項を定めるため，条例を制定するものであります。 

議案第 12 号 東海村公園墓地基金の設

置，管理及び処分に関す

る条例 

東海村公園墓地須和間霊園の安定的な運営を図るための基金の創設に伴い，条

例を制定するものであります。 

議案第 13 号 東海村高齢者住宅整備資

金貸付条例を廃止する条

例 

介護保険制度により住宅改修費の一部を受給できること及び本条例による貸付

の利用実績がないことから，条例を廃止するものであります。 

議案第 14 号 東海村心身障害者（児）

福祉手当支給条例の一部

を改正する条例 

 心身障害者（児）福祉手当の支給対象となる障害の範囲及び受給資格喪失要件

の明確化その他所要の改正を行うため，条例の一部を改正するものであります。 

議案第 15 号 東海村障害者住宅整備資

金貸付条例を廃止する条

例 

 東海村重度障害者（児）住宅リフォーム助成事業により障がい者の居住環境を

整備するための経費の一部を受給できること及び本条例による貸付の利用実績が

ないことから，条例を廃止するものであります。 

議案第 16 号 東海村国民健康保険税条

例の一部を改正する条例 

 住民の利便性の向上を図るため国民健康保険税の減免申請期限を延長し，及び

平成２８年度税制改正の大綱において一部の手続における個人番号の利用の取扱

いが見直されたことにより所要の改正を行うため，条例の一部を改正するもので

あります。 
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（改正の主な内容） 

・国民健康保険税の減免申請期限  納期限 

・減免申請書           個人番号不要 

議案第 17 号 東海村介護保険条例の一

部を改正する条例 

介護保険法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い介護認定審査会の委員の

任期を定め，住民の利便性の向上を図るため保険料の減免申請期限を延長し，及

び平成２８年度税制改革の大綱において一部の手続における個人番号の利用の取

扱いが見直されたことに併せて所要の改正を行うため，条例の一部を改正するも

のであります。 

（改正の主な内容） 

・介護認定審査会の委員の任期   ３年 

・介護保険料の減免申請期限    納期限 

・減免申請書           個人番号不要 

議案第 18 号 東海村営農生活改善セン

ターの設置及び管理に関

する条例を廃止する条例 

 地域社会における営農の改善及び生活環境の向上の目的達成に伴い，条例を廃

止するものであります。 

議案第 19 号 行政不服審査法及び行政

不服審査法の施行に伴う

関係法律の整備等に関す

る法律の施行に伴う関係

条例の整備に関する条例 

行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法

律の施行に伴い，不服申し立ての手続を審査請求に一元化し，審査請求できる期

間を延長し，審査請求の際に審理員の指名を要しないこととする処分を規定する

ほか，必要な事項を定めるため，関係条例の一部を改正するものであります。 

 改正条例 

 ・東海村固定資産評価審査委員会条例の一部改正 

 ・東海村情報公開条例の一部改正 

 ・東海村個人情報保護条例の一部改正 
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 ・東海村情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正 

 ・東海村行政手続条例の一部改正 

 ・東海村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の一部改正 

議案第 20 号 地方公務員法及び地方独

立行政法人法の一部を改

正する法律の施行に伴う

関係条例の整理に関する

条例 

 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴い，所

要の改正を行うため，関係条例の一部を改正するものであります。 

（改正条例） 

 第１条関係 

 ・東海村職員の自己啓発等休業に関する条例の一部改正 

 ・東海村職員の配偶者同行休業に関する条例の一部改正 

 第２条関係 

 ・東海村企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正 

 第３条関係 

 ・東海村議会事務局設置条例の一部改正 

議案第 21 号 平成２７年度東海村一般

会計補正予算（第６号） 

予算総額から歳入歳出それぞれ２４０，０３９千円を減額し，予算総額を     

１９，８１５，３１７千円とするものであります。 

補正の主な内容につきましては，役場庁舎５階部分に放射線防護区域を設ける

ための設計費・工事費及び障害福祉サービス利用料の増加に伴う給付費の対応等

のほか，事業費の確定に伴い，予算措置を講じるものであります。 

１ 歳入 

（１）村税          ６６，０００千円 

（２）地方譲与税      △１０，１３８千円 

（３）地方交付税       △２４，１３２千円 

（４）分担金及び負担金     ２２，００６千円 
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（５）使用料及び手数料    △９，８４１千円 

（６）国庫支出金        △４，３２３千円 

（７）県支出金       １９１，１８１千円 

（８）財産収入           ４５６千円 

（９）寄附金             ６１０千円 

（10）繰入金       △４０９，６７７千円 

（11）諸収入          △６２，１８１千円 

 

２ 歳出 

（１）議会費            ６７６千円 

（２）総務費          ９３，６９２千円 

（３）民生費        △４０，７７１千円 

（４）衛生費       △１１０，２９０千円 

（５）農林水産業費         △１０，４８４千円 

（６）商工費          △２，８０３千円 

（７）土木費       △１２４，０５５千円 

（８）消防費         △１７，１６９千円  

（９）教育費        △５９，９２９千円 

（10）諸支出金        ３１，０９４千円 

（11）予備費                  ０千円 

議案第 22 号 平成２７年度東海村国民

健康保険事業特別会計補

正予算（第３号） 

予算総額から歳入歳出それぞれ５７，８１０千円を減額し，予算総額を４，０

８１，０４０千円とするものであります。 

補正の主な内容につきましては，一般会計繰入金の減額に伴い，予算措置を講
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じるものであります。 

１ 歳入 

（１）国庫支出金         △４０５千円 

（２）県支出金          △４０５千円 

（３）繰入金        △５７，０００千円  

２ 歳出 

（１）総務費            ２８４千円 

（２）保険給付費       △６，７３１千円 

（３）予備費        △５１，３６３千円 

議案第 23 号 

  

平成２７年度東海村後期

高齢者医療特別会計補正

予算（第３号） 

予算総額に歳入歳出それぞれ７，９４７千円を追加し，予算総額を３５４，０

２６千円とするものであります。 

補正の主な内容につきましては，保険料納付金の増額に伴い，予算措置を講じ

るものであります。 

１ 歳入 

（１）後期高齢者医療保険料      ７，９４７千円 

２ 歳出 

（１）後期高齢者医療広域連合納付金  ７，９４７千円     

議案第 24 号 

  

平成２７年度東海村介護

保険事業特別会計補正予

算（第３号） 

予算総額には変更がなく，債務負担行為の設定をするものであります。 

議案第 25 号 平成２７年度水戸・勝田

都市計画事業東海駅西第

二土地区画整理事業特別

予算総額には変更がなく，繰越明許費の設定をするものであります。 
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会計補正予算（第２号） 

議案第 26 号 平成２７年度水戸・勝田

都市計画事業東海中央土

地区画整理事業特別会計

補正予算（第３号） 

予算総額から歳入歳出それぞれ３１４，６００千円を減額し，予算総額を１，

０５３，４４４千円とするものであります。 

補正の主な内容につきましては，国からの交付金減額及び周辺工事の進捗状況

を踏まえ，予算措置を講じるものであります。 

１ 歳入 

（１）国庫支出金     △３１４，６００千円 

２ 歳出 

（１）区画整理事業費   △３１４，６００千円 

議案第 27 号 平成２７年度水戸・勝田

都市計画事業東海村公共

下水道事業特別会計補正

予算（第３号） 

予算総額から歳入歳出それぞれ３５，５００千円を減額し，予算総額を１，６

３５，０００千円とするものであります。 

補正の主な内容につきましては，流域下水道維持管理負担金及び地方債利子の

減額のほか予算確定に伴い，予算措置を講じるものであります。 

１ 歳入       

（１）繰入金        △２，２８７千円 

（２）諸収入         ３，９８７千円 

（３）村債        △３７，２００千円 

２ 歳出      

（１）公共下水道事業費   △３２，６６４千円 

（２）災害復旧費         １４４千円 

（３）公債費        △２，９８０千円 

議案第 28 号 平成２７年度東海村病院

事業会計補正予算（第２

収益的予算総額に収入支出それぞれ５１，５００千円を追加し，収益的予算総

額を１，８２０，４８４千円とするものであります。 
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号）  補正の内容につきましては，患者数の増加による医業収益の増加及び職員給与

費の増加に伴い必要な予算措置を講じるものであります。 

１ 収入   

病院事業収益 医業収益 ５１，５００千円 

２ 支出   

病院事業費用 医業費用 ５１，５００千円 

議案第 29 号 平成２８年度東海村一般

会計予算 

 

予算総額を歳入歳出それぞれ２０，０２６，０００千円とするものであります。 

議案第 30 号 平成２８年度東海村国民

健康保険事業特別会計予

算 

予算総額を歳入歳出それぞれ３，７９０，７８５千円とするものであります。 

議案第 31 号 平成２８年度東海村後期

高齢者医療特別会計予算 

 

予算総額を歳入歳出それぞれ３５２，３０３千円とするものであります。 

議案第 32 号 平成２８年度東海村介護

保険事業特別会計予算 

保険事業勘定の予算総額を歳入歳出それぞれ２，６１２，１１９千円，介護サ

ービス事業勘定の予算総額を歳入歳出それぞれ５，０５０千円とするものであり

ます。 

議案第 33 号 平成２８年度水戸・勝田

都市計画事業東海駅西土

地区画整理事業特別会計

予算 

予算総額を歳入歳出それぞれ１０９，４５７千円とするものであります。  

議案第 34 号 平成２８年度水戸・勝田 予算総額を歳入歳出それぞれ８４，０１６千円とするものであります。  
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都市計画事業東海駅東土

地区画整理事業特別会計

予算 

議案第 35 号 平成２８年度水戸・勝田

都市計画事業東海駅西第

二土地区画整理事業特別

会計予算 

予算総額を歳入歳出それぞれ７１，６７３千円とするものであります。  

議案第 36 号 平成２８年度水戸・勝田

都市計画事業東海中央土

地区画整理事業特別会計

予算 

予算総額を歳入歳出それぞれ１，１５１，３２８千円とするものであります。 

議案第 37 号 平成２８年度水戸・勝田

都市計画事業東海村公共

下水道事業特別会計予算 

予算総額を歳入歳出それぞれ１，７７７，９３６千円とするものであります。 

議案第 38 号 平成２８年度那珂地方公

平委員会特別会計予算 

予算総額を歳入歳出それぞれ５９２千円とするものであります。 

議案第 39 号 平成２８年度東海村水道

事業会計予算 

収益的収入及び支出の予定額  

・収入    ８５６，０００千円 

・支出    ８５６，０００千円 

資本的収入及び支出の予定額  

・収入    ２３９，７９８千円 

・支出     ５３６，２４６千円 

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額２９６，４４８千円は，当年度分
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消費税及び地方消費税資本的収支調整額２８，０００千円，過年度分損益勘定留

保資金１８８，４４８千円及び減債積立金８０，０００千円で補填するものであ

ります。 

議案第 40 号 

   

平成２８年度東海村病院

事業会計予算 

収益的収入及び支出の予定額  

・収入   １，８４３，４４８千円 

・支出   １，８４３，４４８千円 

資本的収入及び支出の予定額  

・収入    ７１，５８６千円 

・支出   １２２，２０３千円 

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額５０，６１７千円は，過年度分損

益勘定留保資金４０，６１７千円及び減債積立金１０，０００千円で補填をする

ものであります。 

議案第 41 号 

 

財産取得の変更について 部原地区土地利用推進事業用地の取得について，平成２５年第１回定例会以降，

６回の変更の議決をいただいたところです。この度，新たに緑地，調整池及び道

路として用地取得が整ったため，変更するものであります。 

１ 買収価格中「１４０，３４８，２７２円」を「１４０，８６５，７１２円」 

  に改める。 

２ 買収総面積中「６１，３８５．１１平方メートル」を「６１，８４７．１１

平方メートル」に改める。 

３ 土地の所在地，地目，地積及び買収相手方を別紙のとおり改める。 

議案第 42 号 

 

公の施設の広域利用に関す

る協議について 

県央地域９市町村で締結している「公の施設の広域利用に関する協定」につい

て，対象施設の追加及び削除並びに施設の名称等の変更に伴い，新たに協定を締

結するため，地方自治法第２４４条の３第３項の規定により，議会の議決を求め
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るものであります。 

・追加する施設 

  城里町  コミュニティセンター城里（研修室） 

 ・削除する施設 

東海村  東海文化センター（ピロティ） 

 ・変更する施設 

  小美玉市 希望ヶ丘公園，玉里運動公園，小美玉市玉里Ｂ＆Ｇ海洋センター 

議案第 43 号 

 

字の区域及び名称の変更に

ついて 

 住居表示の実施により，大字舟石川の一部を大山台一丁目及び大山台二丁目に

変更するため，地方自治法第２６０条第１項の規定により，議会の議決を求める

ものであります。 

議案第 44 号 村道路線の認定について （村道１４２３号線ほか９路線） 

都市計画法第２９条の規定による開発行為により移管を受けた道路(１０路線)を

認定するため，道路法第８条第２項の規定により，議会の議決を求めるものであり

ます。 

 

※ 法律等関係） ・地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号） 

         ・不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律（平成 26 年法律第 71 号） 

・消費者安全法（平成 21 年法律第 50 号） 

・地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律（平成 26 年法律第 34 号） 

・地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31 年法律第 162 号） 

・学校教育法等の一部を改正する法律（平成 27 年法律第 46 号） 

・人事院勧告（平成 27 年 8 月 6 日勧告） 

・平成 28 年度税制改正の大綱（平成 27 年 12 月 24 日閣議決定） 
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・介護保険法施行令の一部を改正する政令（平成 27 年政令第 425 号） 

・行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成 26 年法律第 69 号） 

・行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号） 

・住居表示に関する法律（昭和 37 年法律第 119 号） 

・都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号） 

・道路法（昭和 27 年法律第 180 号） 

 

なお，会期中に，条例の一部改正３件（東海村一般職の任期付村費教職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例，

東海村指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例，東海村指

定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例），補正予算１件（平成２７年度東海村一般会計

補正予算（第７号）），人事案件１５件（東海村農業委員会委員の任命，人権擁護委員の候補者の推薦）の合計１９件を追加

提出したく準備をしておりますのでよろしくお願いいたします。 
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平成２７年度 ３月補正予算案 説明資料（一般会計） 

 

１．歳入歳出予算額                     （単位：千円） 

当初予算額 補正前の額 補正額 補正後の額 

19,104,000 20,055,356 △240,039 19,815,317 

 

２．歳出補正予算の主な内訳  ＊（ ）内は補正額 
  ・ 原子力災害対策施設整備事業（200,000千円） 

     国補正予算を活用し，役場庁舎５階部分に放射線防護区域を設けるための設計費・工事費を 

    を補正する。（補助率10/10，上限2億円，H28繰越事業） 

  ・ 自立支援給付費（6,903千円） 

     障害福祉サービス利用量の増加に伴い必要な給付費を補正する。 

  ・ 環境モデル都市構想策定支援業務委託料（△9,936千円） 

     27年度は事業を一旦休止することに伴い委託料を全額補正減する。 

  ・ 担い手確保・経営強化支援事業費補助金（2,750千円） 

     国補正予算を活用し，認定農業者等が導入する農業用機械や施設等に対する補助を実施するた 

    め補正する。（補助率1/2，上限15,000千円，H28繰越事業） 

  ・ 造成宅地滑動崩落緊急対策事業（△78,700千円） 

     事業費の確定により，設計費及び復興対策工事・雨水排水工事費を補正する。 

  ・ 中央区画整理雨水排水路整備事業（△19,464千円） 

     事業費の確定により，中央区画整理に係る雨水排水路整備工事の設計費及び工事費を補正する。 

  ・ ひたちなか・東海広域事務組合負担金（△16,344千円） 

     入札差金や人件費の確定等により，今年度の負担金額が確定したため補正する。 

  ・ （仮称）歴史と未来の交流館建築設計業務委託料（△13,400千円） 

     継続費を組んでいたが，再検討の結果，単年度ごとに事業執行することとしたため，基本・実 

    施設計に係る予算を減額補正する。（28年度当初予算で基本設計分を計上） 

  ・ 財政調整基金積立金（△122,651千円） 

  ・ 公共施設維持整備基金積立金（154,059千円） 

     今後の庁舎改修等に備えるため，公共施設維持整備基金への積立金を増額する。 

 

３．歳入補正予算の主な内訳 ＊（ ）内は補正額 

  ○村税【66,000千円】 法人村民税（89,000千円），村たばこ税（△23,000千円） 

  ○地方譲与税【△10,138千円】 自動車重量譲与税（△6,386 千円），地方揮発油譲与税（△3,752 千円） 

  ○地方交付税【△24,132千円】 特別交付税（震災復興）（△24,132千円） 

  ○使用料及び手数料【△9,841千円】 墓所永代使用料（△10,050千円） 

  ○県支出金【191,181千円】 原子力災害対策施設整備費補助金（200,000千円） 

  ○繰入金【△409,677千円】 

    公共施設維持整備基金繰入金（△17,021千円），財政調整基金繰入金（△305,276千円） 

    東日本大震災復興交付金基金繰入金（△87,380千円） 

  ○諸収入【△62,181千円】 

    防災拠点等公共施設への再生可能エネルギー等導入促進事業費補助金（△59,780千円） 

 

４ その他 

   地方創生加速化交付金等に係る補正予算案を追加議案として提出予定。 

記者会見資料 
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１．平成 28 年度予算（案）の概要 
 

 

Ⅰ 予算規模 

 

 

  

 

 

 

・予算規模が増加した要因は，歳出においては，国の復興交付金を受けて実施してきた造成宅地滑動崩落緊

急対策事業の終了に伴い，国に対する東日本大震災復興交付金基金返還金を計上したことによるものです。

歳入においても同様の理由により，当該返還金の財源として東日本大震災復興交付金基金残余金を諸収入

へ計上したことによるものです。 

・一方で，予算規模が減少した要因として，歳出においては，中丸小学校建設事業の年次計画に基づく減や

造成宅地滑動崩落緊急対策事業の終了等により，大規模建設事業費が減少しています。歳入においては，

償却資産の経年減価等による固定資産税の減による村税の減少のほか，学校建設及び造成宅地滑動崩落

緊急対策事業の縮小等に伴う基金からの繰入金が減少しています。これらの要因により，実質的な予算規模

は減少しています。 

 

【当初予算額の推移】                          （単位：百万円） 

区 分 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H28(参考) 

当初予算額 18,150 16,558 17,623 22,435 19,104 20,026 18,771 

最終予算額 20,299 20,871 17,764 22,566 20,055 － － 

※H28 参考は，東日本大震災復興交付金基金返還金を除いた場合の実質的な予算額を示します。 

※H27 最終予算額は，平成２７年１２月補正後における現計予算額を示します。 

 

 

Ⅱ 歳入の状況 

①村税 

 

 

  

・村税は，償却資産の経年減価による固定資産税の減少や，売渡し・消費本数の減による村たばこ税が減少

しています。 

 

 

 

 

一般会計の予算規模は，２００億２，６００万円，前年度比較で９億２，２００万円の増（増減率＋４．

８％）となっています。 

ただし，震災からの災害復旧事業終了に伴う東日本大震災復興交付金に係る国への返還金１２億

５，５００万円を除いた実質的な予算規模は，１８７億７，１００万円であり，前年度比較で３億３，３００万

円の減となっています。 

村税は，１１８億８，９００万円，前年度比較で４億７，４００万円の減（増減率▲３．８％）となっていま

す。 
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【都市計画税の使途について】 

都市計画税については，都市計画法に基づいて行う都市計画事業等に要する費用に充てるために課

される目的税であり，平成２８年度の都市計画税は，６億４，０００万円，前年度比較で４，２００万円の増（増

減率＋７．０％）を見込んでおり，下記の都市計画事業費に充当しています。 

   

［都市計画税充当事業］                                          （単位：百万円） 

事業名 予算額 

 
都市計画税 

充 当 額 

事業費に対

する充当率 
うち都市計画

事 業 費 

都市計画税（歳入） 640 － － － 

都市計画事業（歳出） 2,804 1,894 640 33.8% 

 都市計画公園整備事業 440 440 128 29.1% 

公共下水道事業特別会計繰出金事業 730 453 182 40.2% 

中央区画整理雨水排水路整備事業 265 265 34 12.8% 

区画整理事業特別会計繰出金事業 717 717 288 40.2% 

地方債元金償還事業 652 19 8 42.1% 

※都市計画税は，各事業のうち都市計画事業費に要する一般財源比率に応じて按分して充当しています。 

 

②地方譲与税，交付金等 

 

 

  

・地方譲与税は，過去の実績を踏まえ自動車重量譲与税の減少を見込んでおります。 

・交付金等では，国の地方財政計画等を勘案し，地方消費税交付金の増加を見込んでおります。 

 

【地方消費税率の引上げに伴う対応について】 

引上げ分の地方消費税交付金の増加分は，社会保障施策（「社会福祉」，「社会保険」，「保健

衛生」）に要する経費に充てるものとされております。 

平成 28 年度の地方消費税交付金は，６億３，７００万円，前年度比較で４，７００万円の増（増減

率＋７．９％）を見込んでおり，うち，消費税率の引上げ分の２億５，７００万円については，下記の

社会保障施策に充当しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方譲与税は，１億６，９００万円，前年度比較で８００万円の減（増減率▲４．５％），交付金等は，７

億６，８００万円，前年度比較で５，５００万円の増（増減率＋７．７％）となっています。 
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［引上げ分の地方消費税交付金充当事業］                              （単位：百万円） 

事業名 予算額 

特定財源 

一般財源 

一 般 財 源 の う ち 

引上げ分の地方消 

費税交付金充当額 

国 県 

支出金 
その他 

社
会
福
祉 

障害福祉サービス事業 476 334 0 142 33 

公立保育所運営管理事業 146 47 47 52 12 

小  計 622 381 47 194 45 

社
会
保
険 

国民健康保険特別会計繰出金 295 96 0 199 47 

介護保険事業特別会計繰出金 496 3 0 493 116 

小  計 791 99 0 692 163 

保
健
衛
生 

予防接種事業 148 0 0 148 35 

一般健康診査事業 101 40 0 61 14 

小  計 249 40 0 209 49 

合  計 1,662 520 47 1,095 257 

 

③繰入金 

 

 

・繰入金は，中丸小学校建設事業や造成宅地滑動崩落緊急対策事業などの大規模事業の進捗や終了に伴

い事業費が減少したことにより，その財源としての基金からの繰入金が減少しています。 

 

④諸収入 

 

 

 

・諸収入は，国の復興交付金を受けて実施してきた造成宅地滑動崩落緊急対策事業の終了に伴い，国に対

する返還金の財源として東日本大震災復興交付金基金残余金を諸収入へ計上したことにより大幅に増加し

ています。 

 

 

Ⅲ 歳出の状況 

①義務的経費（人件費・公債費・扶助費） 

 

 

 

・義務的経費は，新規施設の開所等に伴う保育所・認定こども園施設型給付費の増，障がい者に係る自立支

援給付費の増などにより扶助費が増加しています。一方で，村債の発行を抑えていることにより公債費は

年々減少しています。 

 

 

 

繰入金は，１３億３００万円，前年度比較で３億１，４００万円の減（増減率▲１９．４％）となっています。 

義務的経費は，６５億４，１００万円，前年度比較で２億２００万円の増（増減率＋３．２％）となっていま

す。 

 

諸収入は，１４億８，３００万円，前年度比較で１２億５，１００万円の増（増減率＋５３９．０％）となって

います。 
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②投資的経費（普通建設事業費・災害復旧事業費） 

 

 

 

・投資的経費は，中丸小学校建設事業，造成宅地滑動崩落緊急対策事業等の大規模事業の進捗や終了に

伴い普通建設事業費が大幅に減少しています。 

・平成２８年度予定している主な普通建設事業費は，国体開催に向けた阿漕ヶ浦公園ホッケー場改修工事４

億１，１００万円，中央区画整理雨水排水路工事２億６，０００万円，中丸小学校建設工事２億３，９００万円，庁

舎照明設備改修工事２億３，１００万円，東新川用排水路改修工事２億円，村道新設改良工事１億７，４００万

円，小学校非構造部材耐震改修工事１億６，４００万円，庁舎外装及び屋上防水改修工事１億４，１００万円と

なっています。 

 

③一般行政費 

 

 

 

 

 

・物件費は，学童クラブ運営管理事業費の増，甲状腺超音波検診事業費の増などにより増加しています。 

・維持補修費は，都市計画道路を中心とした道路補修事業費が増加しています。 

・補助費等は，国の復興交付金を受けて実施してきた造成宅地滑動崩落緊急対策事業の終了に伴い，国に

対する東日本大震災復興交付金基金返還金を計上したほか，臨時福祉給付金の増，ひたちなか・東海広域

事務組合負担金の増などにより大幅に増加しています。 

・投資及び出資金は，取水場更新工事に係る水道事業会計出資金の増により増加しています。 

 

 

Ⅳ 主な事業の概要 

 

  

 

 

１ まちづくり分野 

新）「単位自治会交付金交付事業」（４，６３２万円） 

２ 福祉分野 

新）「軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業※」（１９万円），「保育対策総合支援補助事業」（１，６５０万

円），「子育てママ応援事業」（４０３万円），「とうかいヘルスマイレージ事業※」（１１０万円）  

※平成２７年度補正予算開始事業 

重）「学童クラブ運営管理事業」（１億３５６万円），「百塚保育所運営管理事業」（４，１２７万円） 

 

 

投資的経費は，２６億４，４００万円，前年度比較で７億９，０００万円の減（増減率▲２３．０％）となって

います。 

一般行政費は，物件費が３５億５，９００万円，前年度比較で２億４，９００万円の増（増減率＋７．

５％），維持補修費が２億６，２００万円，前年度比較で９，５００万円の増（増減率＋５７．４％），補助費

等が３９億３，４００万円，前年度比較で１４億３，５００万円の増（増減率＋５７．５％），投資及び出資

金が２億８，９００万円，前年度比較で７，１００万円の増（増減率＋３２．６％）などとなっています。 

平成２８年度は，新規事業として，全体で１６事業，１億４４４万円を計上したほか，主な重点事業とし

て，３事業，１億５，９４６万円を計上しました。 

新）新規事業  重）主な重点事業 
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３ 産業振興分野 

新）「ＪＡ生産部会育成事業」（２１５万円），「海岸防災林機能強化事業」（８３１万円），「東海ニューファー

マー育成実践塾開催事業」（９３万円），「ほしいも産地強化基礎調査事業」（２０６万円），「東海村地

産地消推進事業」（６４万円），「地域資源ＰＲ事業」（１００万円），「地域資源活用補助事業」（２００万

円） 

重）「カバークロップ栽培奨励補助事業」（１，４６３万円） 

４ 環境・基盤分野 

新）「東海村環境マネジメントシステム運営事業」（２６０万円），「バイオマス利活用検討協議会運営事業」

（４７７万円），「空家等対策推進事業」（３３６万円） 

５ その他 

新）「シティプロモーション推進事業」（８４９万円） 

 

なお，主な新規・重点事業の詳細については，８７ページからの概要資料をご覧ください。 

 

 

Ⅴ 特別会計・企業会計の状況 

 

 

 

 

・特別会計は，東海中央土地区画整理事業特別会計が，勝木田下の内線の橋梁上部工事等の進捗により大

きく減少しているほか，国民健康保険事業特別会計や介護保険事業特別会計においても実績に基づく予算

計上としたことにより予算規模が減少しています。一方で，公共下水道事業特別会計においては，事業進捗

に伴う工事費等の増加を見込んでいます。 

・企業会計は，水道事業会計が取水場更新工事に伴い増加していますが，病院事業会計においては，村立

東海病院の医療機器（ＭＲＩ）更新終了等に伴い減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※予算額について，千円単位から百万円単位に四捨五入しています。 

特別会計は，全体で９９億５，５００万円，前年度比較で２億２００万円の減（増減率▲２．０％），企業

会計は，全体で３３億５，８００万円，前年度比較で１億４，９００万円の減（増減率▲４．２％）となって

います。 
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